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参加者氏名                                （   歳） 本会会員 ・ 非会員 （〇で囲む） 

被害者氏名             （  歳）（続柄  ）  参加者合計人数 （     名） 

ご住所 〒 

TEL／FAX 携帯 

（悩み・質問・連絡事項等記入欄）（参加者複数の場合は全員のお名前をご記入お願いします） 

 

 

[親なき後&後見人」問題学習会 

 

成年後見制度は判断力が不十分となった人の財産や権利を保護するための制度ですが、実はこの制度を利用す

ることで生じる問題点・デメリットもあります。これを予め知らずに成年後見人の申し立てをしてしまうと、あとから取り返

しのつかないことになる場合がありますので、交通事故によって重度障がいを負った被害者ご家族の皆さまは注意が

必要です。専門職後見人や成年後見監督人が付くと、高額な報酬が発生するばかりか、たとえ家族であっても被後

見人の財産のチェックができなくなり、被害者のために使いたい賠償金も後見人の許可が必要となります。全国で多

発している成年後見制度をめぐるトラブルが頻繁に報道されている中で、これ以上の不幸が降りかかってこないよう、

成年後見人制度の問題点等を知り、制度の改善に被害者家族が声をあげていくことが大切ではないでしょうか。 

講師にお招きした宮内氏から、後見制度を使ったトラブルの事例や今後の対処方法等のお話を予定している学習

会です。質疑応答の時間もあります。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。 

第 11 回 

講師 宮内 康二 氏 ／ 一般社団法人 後見の杜 代表 

1971年生まれ。早稲田大学卒、南カリフォルニア大学老人学大学院修了。ニッセイ基礎研究所研究員・ 

東京大学特任助教（市民後見人養成講座・成年後見分野研究）を経て現職。5,000 人を超える後 

見人候補者を養成し、50 を超える後見系 NPO 法人の立ち上げ及び運営を支援。後見する側で 

はなく後見される人の立場で後見のあり方を探求。後見人に関するトラブルの解決を支援し、 

後見の質の向上を目指している。     主な書籍：『成年後見制度の闇』飛鳥新社 2018  

 日 時： 令和元年8 月18 日（日) 13:30~16:30 

会 場： 新宿ワシントンホテル新館 高尾 2  

参加費： 無料 

 

★JR新宿駅南口、京王線・都営新宿線駅から徒歩 8分  

（東京都新宿区西新宿 3-2-9） 

お申し込み 

必要事項をご記入の上 

FAX にてお申込みください 

 

★都営大江戸線都庁駅から徒歩 5分 

▼FAX 番号 042-302-0300 

＊個人情報につきましては本会の被害者救済活動以外の目的では使用しません 

交通事故被害者家族の助け合い活動による 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwicrMKtx5rjAhVCTrwKHZRiBAMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fkouken110.com%2F%3Fp%3D692&psig=AOvVaw0OiTjN0kUM_pT-AsQfgqcj&ust=1562305177871684

